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本誌特別調査

公的・民間資格取得援助の
最新実態  
 （労務行政研究所）

今国会で審議中の
労働関係法案

労働法令

2025年賃上げ・
夏季一時金妥結状況

春季交渉情報

本誌特別調査

〈速報〉2025年度決定初任給の水準
（労務行政研究所）

賃金支払いミスに関する対応を問い詰める言動は、パワハラとは直ちに言い難いが、
パワハラを禁止する就業規則違反に準じる行為として、懲戒処分事由に当たる
（ジェットスター・ジャパン事件　東京地裁　令 6.12. 2判決）

労働判例

相談室Q&A
●業務内容や状況次第で1年以上の試用期間を設けてもよいか
●会社に無断でスキマバイト（スポットワーク）をしていた従業員を懲戒できるか。また、労働時間の通算は必要か
●退職届の受理を機に勤務態度等が悪化した社員に対し、懲戒処分はできるか
●多忙による疲れにもかかわらず、休みを取らない社員にどのように対応すべきか
●通勤手当の不正受給を理由とする懲戒解雇は可能か。また、抜き打ちでチェックし、実際に要した金額での支給は問題か
●故意に必要以上の時間を業務に費やす社員に対し、能力不足を理由に退職勧奨することは問題か
●もともと契約終了を予定していた契約社員から妊娠の報告があった場合でも、雇止めは可能か
●事務職として受け入れている派遣社員に、軽易な力仕事を一時的に依頼してもよいか
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